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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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令和８年２月２日号                               【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

たかはる暮らし応援商品券事業について 
 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、物価高騰に直面す

る住民の生活支援をはじめ、町内地域経済の活性化を目的としまして、町民１人

あたり１万円分の商品券を配布します。 

 令和８年４月から、順次郵送にて各世帯に配布予定ですので、改めて詳細はお

知らせいたします。 

 ※商品券の取扱いを希望する店舗等につきましては、別途、高原町商工会が募 

集の案内を行う予定です。 

問 総合政策課 企画政策係 ☎0984-42-2115（内線：223） 
 

令和７年度物価高対応子育て応援手当の支給について 
 物価高が長期化する中で、本町の子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健

やかな成長を応援する観点から支給するものです。 

１.支給対象者 

①令和７年９月分（９月に出生した児童については 10月分）の児童手当受給者 

②令和７年 10月１日～令和８年３月 31日までに出生した児童手当受給者 

２.支給額 

 対象児童 1人につき２万円 

３.申請方法 

１.支給対象者の①及び②の方は、申請不要です。ただし、次の方は、申請が

必要になります。 

・高原町に住民票がある公務員で勤務先から児童手当９月分を受給している方 

⇒子育て応援手当申請書を提出してください。申請書には勤務先からの証明が必

要になります。 

・令和７年 10月１日～令和８年３月 31日までの間に出生し児童手当認定請求 

書等を高原町に提出していない保護者 

⇒児童手当認定請求書と子育て応援手当申請書を提出してください。 

４.申請受付期間 

 令和８年４月 17日（金）まで 

５.支給時期 

 ２月以降順次支給 

 

 ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。 

問 健康課 子育て支援係 ☎0984-21-2423（内線：457）   

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №185 
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令和７年度 中学校卒業式の期日変更について 

 高原中学校・後川内中学校の卒業式の日程を変更いたしましたので 

お知らせします。 

変更前：３月16日（月）→ 変更後：3月15日（日） 

 

〇 令和７年度ほほえみカレンダーと異なっておりますのでご留意ください。 

〇 卒業式の詳細につきましては、各学校にお問い合わせください。 

問 教育総務課 ☎0984-42-1484（内線：411） 
 

令和８年経済センサス調査員募集について 
 経済センサスとは、国内における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域的

に明らかにするため、５年に１度行われる重要な国の統計調査です。 

 つきましては、令和８年に実施される経済センサスについて、以下のとおり調

査員を募集します。 

 

●主な仕事 

 担当する地区の事業所・商店等を訪問しながら活動状況の把握を行います（１

調査員 70 件程度）。 また、先に国から全事業所等にインターネット回答依頼書

を送りますが、未回答事業所のみに調査票の配布・回収を行っていただきます。 

（1）役場での調査員説明会への参加（４月中） 

（2）担当事業所の活動状態の把握（４月～５月） 

（3）インターネット回答の未回答事業所への調査票などの配布（５月中） 

（4）調査票の回収（６月中） 

（5）回収した調査票の整理と役場への提出（６月末） 

●活動期間 

 令和８年４月頃～６月頃まで 

●報酬 

 54,920 円／人  

●調査員の資格要件 

・原則 20歳以上の人で、最後まで責任を持って調査事務を遂行できる方 

・調査で知りえた事について秘密保持が出来る方 

・警察、選挙、税務事務に従事していない方 

・暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方 

●お申込み方法 

 下記にお電話にて、①氏名、②住所、③生年月日、④連絡先をお伝えください。 

 お申込先 → 高原町役場 総合政策課 企画政策係（☎0984－42－2115） 

 お申込みの締め切りは、３月 10日までとなります。 

 

問 総合政策課 企画政策係 ☎0984-42-2115（内線：223） 
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令和８年度 交通災害共済加入について 

 「交通災害共済」とは、交通事故で怪我や万が一の場合などに、見舞金をお支

払いする相互扶助の制度です。加入を希望される方は、以下のとおり、お申込み

くださいますようお願いいたします。 

 

１．申込期間  令和８年２月２日（月）～令和８年３月 31日（火） 

※土日祝日除く 

         役場で申込される方は、午前８時 30分～午後５時 00分 

までの受付となります。 

２．共済期間  令和８年４月１日（水）～令和９年３月 31日（水） 

３．申込場所  郵便局窓口又は高原町役場 総務課 危機管理係（庁舎２F） 

        （※４月１日以降に申込される場合は、「郵便局窓口のみ」の

取扱いとなります。） 

         ※郵送では受け付けておりません。（郵便ポストに入れない

でください。） 

４．加入できる方 

 （１）加入申込時点で高原町に住民登録または外国人登録されている方 

 （２）就学（学生）のため一時的に転出されている方 

５．掛  金  加入者１人につき５００円 

６．申込方法  加入申込書（別途配布）に必要事項をご記入のうえ、人数分の

掛金を添えて、上記申込場所にて加入手続を行ってください。 

７．その他   申込用紙が不足する場合や紛失された場合は、役場総務課危機

管理係までお申出ください。 

 

問 総務課 危機管理係 ☎0984-42-2112（内線：215、216） 
 

令和７年度 無料フッ化物塗布について 
 高原町では、平成 31 年４月２日～令和５年４月１日生まれのお子さんに無料

で受けていただける「令和７年度無料フッ化物塗布受診券」を送付しております。

（６月２日発送済） 

受診できる期間は、令和８年３月末日までとなります。 

ご希望の方は期間内にぜひ受診ください。 

 

１ 持参する物  受診券（ハガキ）、母子健康手帳、 

マイナ保険証又は資格確認書等 

２ 医療機関   医療法人 益山歯科医院  （☎0984－42－4184） 

         高原あらたけ歯科クリニック（☎0984－42－1123） 

３ 自己負担   無料（１回に限ります） 

 

 ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
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２月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

２月 23日（月） 

天皇誕生日 

燃やせる 

ごみ 

並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下広

原区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、北狭

野区、小塚区、中平区、湯之元区、祓川区 

※２月 11 日（水）建国記念の日は、廃プラの収集は行いません。ご了承くださ

い。 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別のご協力をお願いいたします。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

犬の登録について 
愛犬を飼い始めたら、登録と狂犬病予防注射が必要です。新しく飼い始めた場

合は新規登録を、引越しや、愛犬を譲り受けた場合には登録内容の変更を行いま

しょう。 

狂犬病予防法第４条により、犬の登録と鑑札を犬に装着することが義務付けら

れています。また、同法第５条により、狂犬病予防注射の実施と狂犬病予防注射

票を犬に装着することが義務付けられています。 

●犬の登録方法（新規登録、登録内容の変更） 

 登録受付窓口：高原町役場町民課環境係 

 登録手数料 ：１頭当たり 3,000円 

 ※愛犬を飼い始めたら 30日以内に犬の登録をしてください。子犬は生後 91日

以上になってから 30 日以内に登録をしてください。 

●狂犬病予防注射（年１回） 

 町の集合注射、動物病院等で受けてください。 

 やむを得ず、注射できない場合（病気等）を除いて必ず実施しましょう。 

●鑑札・注射済票の装着 

 鑑札・注射済票は愛犬が迷子になったときに迷子札の役割も果たします。 

 愛犬の首輪に装着しましょう。 

※3 つのうち、どれかひとつでも違反があれば 20 万円以下の罰金が科されるこ

とがあります。 

★愛犬が亡くなった場合も、登録抹消届の提出をお願いします。 

 受付窓口：高原町役場町民課環境係 

 届出書は窓口でお渡ししますので、その場で記入いただきます。 

 届出がない場合は、愛犬が亡くなっているにもかかわらず、集合注射の案内等

が毎年送付されます。飼い主からの届けがないと把握できないため、お手続きを

お願いします。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067 （内線：160） 
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廃プラスチック排出についてのお願い 
廃プラスチックにつきましては、容器包装プラスチックと呼ばれ、形や用途で

分類されております。 

バラバラになった原形をとどめないプラスチックは“何の用途だったか判断で

きない”ため、処分先において対象外とみなされ処理ができなくなります。 

このため、原形をとどめない状態での排出の場合、収集できないこととなりま

すので、ご注意ください。 

※砕いたり、ちぎってバラバラにせず、押しつぶす程度であれば廃プラスチッ

クで収集可能です。 

※万が一、バラバラになったものについては、燃やせるごみにて排出をお願い

します。ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業について 

国は、農業支援サービス事業者（農作業の受託者等）の育成や活動の促進、ス

マート農業機械等の導入を支援するため、上記事業の公募を行っています。 

 概要は下表をご覧ください。 

対象者 
農業支援サービス事業（作業受託事業等）を開始または事業

拡大する者 

対象経費 

スマート農業機械等の導入等に係る費用 

具体例：田植機、コンバイン、トラクター等の導入及び、

機械導入と併せて導入する専用運搬車 

（※いずれも自動操舵等のスマート機械） 

農作業用ドローン導入及び講習受講費用等 

補助率 １／２以内 

条件 

◆対価を得て農業支援サービスを行う者であり、導入費用を

サービス料の売り上げて償う（減価償却期間内に）ことが見

込まれる者 

◆機械は農業支援サービスのみの使用(自農地での使用禁止) 

公募締切日 令和８年２月 16日（月）（国への必着は令和 8 年２月 20 日㈮） 

※また審査対象に直近３か年の決算状況も含まれます。 

応募方法や詳しい内容は農林水産省のホームページ 

（https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260121_140-2.html 

をご覧ください。 

          左記の QRコードからもご覧になれます。       

問 農畜産振興課 農産園芸係 電話 0984-42-5132（内線：253）   
 

https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260121_140-2.html
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マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日に窓口へ来られない方のために、下記の日程で休日の

窓口開設を実施いたします。 

【２月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和８年２月 15日（日） 

 午前８時 30 分～午後４時 30分まで（正午～午後１時を除く。） 

 場 所：庁舎１階 町民課住民係 

予約締切日：令和８年２月 10日（火）午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が

０件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。各種証明書の発

行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（小学校側）からお入りください。 

●15歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステム

にて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。対象の方は戸籍謄本を事前にご準備いただ

き、ご来庁ください。 

 

ご不明な点等は、ご予約の際にお問い合わせください。 

問 町民課 住民係 ☎0984-42-1067（内線：152） 
 

市民後見人セミナーの開催について 
 市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格を持たない、親族以外の方によ

る成年後見人等のことで、判断能力のない人の手続きや金銭管理等を代わりに行

います。 

○日程：令和８年３月 10日（火） 

○時間：午後１時 30分～午後３時 30分 

○場所：小林市中央公民館（大集会室） 

〇対象：市民後見人養成講座修了者または市民後見業務に関心のある方 

○参加費：無料 

○申込期限：令和８年３月２日（月）まで 

○申し込み先：にしもろ地区権利擁護推進センター 中核機関つなご 

       電話：27‐3358 

※市民後見人として登録されるセミナーではありません。 

 

問 福祉課 高齢者あんしん係 ☎0984-42-2581（内線：452）  
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令和７年度高原町生涯学習振興大会について 
 町民の生涯学習への関心と理解を深め、生涯学習を媒体とした人づくり、地域

づくりを行うため、生涯学習振興大会を下記のとおり開催します。 

 

１ 開催日 令和８年３月１日（日） 

 

２ 時 間 受付 12時 40分～ 

オープニング 東雲太鼓による演奏（後川内）13時 10分～ 

生涯学習振興大会開会 13 時 30分～  

終了予定 16時 00分頃 

 

３ 場 所 高原町総合保健福祉センターほほえみ館神武ホール 

 

４ 内 容 〇生涯学習関係発表 

高原ジュニアコーラス 霧島大正琴サークル 

みやまコーラス    ブレイクガールズ 

スローTOKIMEKI萌えクラブ  フラ オナオナ 

Blue owls(ブルーアウルズ) 

〇自治公民館発表（花堂区） 

〇生涯学習講座・家庭教育学級活動等展示 

 

大会は生涯学習や公民館実践発表など盛りだくさんの内容です。 

多くの方のご来場をお待ちしております！！ 

 

問 教育総務課 社会教育係 ☎0984-42-1484（内線：415） 
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高原町メールサービスの登録のご案内 
災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係      0984－42－2112      
 

宮崎県防災・防犯メール情報サービスの登録のご案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。                     (ＱＲコード) 

(メール)                       

 bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp 

【サービスに関するお問い合わせ】           

宮崎県危機管理課      0985-26-7064       
 

高原町 LINE（ライン）公式アカウントの登録のご案内 

 高原町では、公式 LINE（ライン）アカウントを運用しています。 

災害に係る情報やイベント情報など、さまざまな情報を発信していますので、ぜ

ひ御活用ください。 

（友達登録方法）                   （QRコード） 

 スマートフォン等で、LINE（ライン）アプリを起動し、 

友だち追加画面から QRコードを読み込んでください。 

または、LINE（ライン）のホーム画面から「高原町」と 

検索して追加することもできます。 

（注意事項） 

 ・利用するためには SNS アプリ「LINE（ライン）」への御自身のアカウント登

録が必要です。 

 ・利用料は無料ですが、通信料等は利用者の負担となります。 

【LINE に関するお問い合わせ】 

 高原町総合政策課 デジタル推進係 ☏0984－42－2115 
 



回 覧  

令和８年２月２日 

町 民 各 位 

 

高原町長 丸山 裕次郎 

 

 

消防団出動要請に係る防災行政無線放送の変更について 

 

 

 厳寒の候 益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 かねてより、本町消防行政につきまして、ご理解ご協力を賜り感謝を申し上げ

ます。 

 さて、これまで火災発生の際に本町消防団の出動要請につきましては、西諸広

域消防本部より、本町庁舎の防災行政無線を経由し、町内へ一斉出動要請放送を

行っておりました。 

 しかしながら、令和８年１月末日をもって消防本部と本町庁舎間の NTT 回線

接続サービスが終了したことから、２月より自動一斉放送による周知が出来な

い状況となりました。 

 このため、２月からは出動要請がある場合には手動によるサイレン吹鳴のみ

を行っていくこととなりましたのでお知らせします。 

なお、火災の種別や発生地区等は、宮崎県防災・防犯メールへ登録していただ

くと別途情報が取得できます。 

 

 宮崎県防災防犯メール 

 （ＱＲコード） 

  

 

               （文書取扱 総務課） 









　　をお願い致します。

  節水に
ご協力をお願いします。

　　　町民の皆様に、ご協力のお願い。

　　　日頃より水道事業へのご理解、ご協力を賜り深く感謝申し

　　あげます。

　　  現在、渇水期（雨量が少なく、水源の水が乏しくなる時期）

　　に入り、水源水位の低下がみられ取水量が減っている状況で

　　ございます。

　　　気象条件等にもよりますが、場合によっては深刻な水不足

　　となり計画断水等の対応も想定されます。

　　　計画断水等を避けるためにも、町民皆様の節水へのご協力

（文書取扱　建設水道課）

　　　町民の皆様に、安定した水道水を供給するために、努めて

　　まいりますので、ご協力をお願い致します。

回覧



西諸県郡高原町大字広原[安丸踏切付近]

上平高原駅線

令和7年度　社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)
上平高原駅線　広原工区　舗装補修工事

令和 8年2月2日～令和 8年 3月25日

高原町役場　建設水道課

株式会社　　山本組

(住 所)　西諸県郡　高原町大字西麓　643番地　 (TEL) 0984-42-1020

　本工事の期間中は、下記のとおり、片側交互通行（一部　全面通行止め）を

※全面通行止め区間については、日程が決まり次第看板にて周知を行います。

制 限 内 容

工 事 時 間

工 事 期 間

発 注 者

施 工 業 者

　位 置 図　

路 線 名

工 事 名

片側交互通行　(終日)　　全面通行止め（１～３日間程度）

8:00～17:00　(令和 8年 2月上旬～)　8:00～17:00

舗装工事のお知らせ 回覧

　　この度、高原町発注により、上平高原駅線広原工区の舗装補修工事

を施工することになりました。

行いますので、地元の皆様には、何かとご迷惑をおかけしますが

ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

工 事 場 所

至高原駅

至広原駅

一部期間（１日～３日間程度）

全面通行止め区間（青）

片側交互通行区間（赤）
舗装工事 L=210.0m

障害者支援施設「あさひの里」

高原町広原3845-18

周知看板設置箇所

周知看板設置箇所



各　位

１ 交通規制区間 裏面に記載

２ 交通規制期間 令和　８年　２月　９日（月）　　　８時００分　から

令和　８年　３月１０日（火）　　１７時００分　まで

３ 問い合わせ先

代表取締役　弥永　重俊　TEL　０９８４－４２－１７４２

工事責任者　甲斐　祥郎　携帯　０９０－２３９１－６３９３

高原町役場　建設水道課

電話   代表   0984－42－2111

（直通 　0984－42－4959）

株式会社　弥永緑地建設

（文書取扱　建設水道課）

流末排水路工事に伴う全面通行止めについて（お知らせ）

高原町長　丸山　裕次郎　　

（公印省略）　　　

　向春の候　皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。
　
　また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　今回、流末排水路工事に伴い、町道　霧島団地・高校線の交通規制（全面通行止め）

を行います。
　
　皆様には大変御迷惑おかけしますが、御理解いただき御協力賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

記

回　　覧

令和８年２月２日



　春陽の候
皆様にお
かれまして
は、益々御
清祥のこと
とお喜び申
し上げま
す。
　
　また、日
頃より町政
に御協力を
賜り、厚く
御礼申し上
げます。

　今回、国
道２２１号
の歩道整
備工事に
伴い、町道
馬登・二葉
線の交通
規制（全面
通

行止め）を
行います。
　
　皆様には
大変御迷

位置図

霧島団地㈱竹之内製材所



事 務 連 絡  

令和 8 年 2 月 2 日  

 後川内地区住民の皆様 

 

後川内まちづくり準備委員会事務局  

 

後川内まちづくり準備委員会の御案内 

 

 地域住民で後川内地区での困り事や課題を解決するために取り組む「後川内

まちづくり準備委員会」の２月会議を開催します。これまでの取組内容は裏面

「後川内まちづくり便り」に掲載していますので、ぜひご覧ください。 

 

 

１ 開催日時・場所 

（１）全体の話し合い 

日時：令和８年２月１８日（水）19：00～ 

場所：上後川内地区多目的活動施設（上後川内公民館） 

 「後川内に住み続けたい」を叶えるために、後川内地区で活動を発

展・継続させる組織の体制や活動拠点などについて幅広く話し合いま

す。参考になる県内の地域運営組織の事例紹介もする予定です。 

 

２ 参加方法 

  事前申し込みは不要です。上記の開催日時・場所にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 
問合せ先 

後川内まちづくり準備委員会事務局 

（高原町総合政策課内）清水 42-2115 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

後川内まちづくり便り 

後川内まちづくり準備委員会 

だよ 

第９号（R8.2.2） 

発行：準備委員会事務局 

高原町総合政策課（0984-42-2115） 

『後川内まちづくり準備委員会』のあり方について 

移動・買い物支援部会の取組 

■開催日 令和 8年 1月 22日（木） 19：00～ 

■場所 上後川内多目的活動施設 

■内容 後川内まちづくり準備委員会が４月に

設立して１年を迎える前に、後川内地区で活動を

発展・継続させていくためにどのような名称、組

織がよいのか、検討をすることになりました。 

 「後川内に住み続けたい」を叶えるために、皆さ

んと一緒に地域づくりをしていきます。 

■視察日 令和 8年 1月 14日（水） 

■視察先 福岡県八女市星野村 

学校跡地活用の話し合い

等で小売店誘致の意見があったため、

コンビニ・行政・地域が協力して出店し

たセブンイレブンの視察に行きました。 

■内容 

中山間地域の買い物・生活支援の先進地視察に行きました 

■八女星野村店のコンセプト 

①食料品・日用品の供給、公共料金支払 

②災害時の物資供給拠点、行政情報の窓口 

③住民が集い、交流するコミュニティの核 

■後川内地区での課題 

学校跡地が活用できるか、採算性、行政や地

域がどれだけ関われるか、など。 

⇒ 引き続き、検討を続けていきます。 

■現在の組織図 



※急な変更が生じる場合があります。 講座をご紹介 

 生涯学習講座も残り少なくなりましたが、参加可能な講座もあります。詳しくは教育総

務課社会教育係までお問い合わせください。 

 
お問合せ先   高原町教育総務課社会教育係 （小園・山崎） ℡：（０９８４）４２－１４８４ 

 

高原町教育総務課社会教育係  Ｒ８．２．２発行 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 ２月の生涯学習講座だより 
回 覧 

皇子原学園講座 

 

実施した講座の様子を一部ご紹介！ 

生涯学習講座 

「パッチワーク講座」 講師 佐々木 彰子氏 

ハワイアンタペストリーを作りました。ハイビスカ 

スやモンステラなどがモチーフになっていて、南 

国の風を感じるような作品が出来上がりました。 

                                

                                

 

                                                    

「ディップアート講座」 講師  濱田 美香氏            

ディップアートとはワイヤーとディップ液で作るクラフト 

アートで、ガラスのような透明感が特徴です。３年目 

の今回は「胡蝶蘭の鉢植え」に挑戦しました。 

 

 

人生講話   ２月３日（火）  9:30～11:00 

会場：ほほえみ館中研修室 

都城市立図書館総務チーフを務める坂元 重紀氏。全国か

ら注目を集める「都城市立図書館」ですが、図書館を単に本

を借りる場所ではなく、市民が集い、学び、つながる「まちの広

場」へと、多角的な視点から施設運営をされています。今回は

これまでの経験をもとに「人生」をテーマにお話いただきます。 

音を楽しむ講座  ２月１０日（火） ９:３0～11:０0 

教育集会所         講師  社会教育指導員 

「音を楽しむ講座」  講師 益本 一博氏 

毎回テーマに沿って音と映像と益本氏の解説で音楽 

を楽しみます。時代もジャンルも様々で、クラシック、 

ジャズ、歌謡曲などを聴き 

ました。曲についてのエピ 

ソードなどが聞けるのも 

魅力の一つです。良質な 

音響で音楽を味わう贅沢 

なひとときを過ごしました。 

 

県外研修 ２月１７日（火） ８:30～１６：３０ 

鹿児島市観光農業公園グリーンファーム

へ行きます。この施設は鹿児島市喜入にあ

り、４１．３ha の広大な敷地と豊かな自然の

中で農業の体験や学習ができる施設です。

職員の方からお話を聴き、バスボム（入浴

剤）づくり体験をします。（定員あり） 

 

歴史文化財講座  ２月１８日（水） 10:３0～1２:０0 

狭野神社で苗代田祭ベブガハホを見学します。 

「皇子原学園講座高原町再発見」１月２０日（火）  

日守地下式横穴墓群（後川内地区）を見学しました。 

この地下式横穴墓の特徴や、副葬品から古墳時代に

はすでに奈良との交流があった事などを学びました。 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

★★★ 焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 ★★★ 

 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合に

おいては例外とされています。 

①国や地方公共団体など河川や海岸の管理者が行う、管理上必要な草木や漂着物の焼却 

②災害時における木くずの焼却、火災予防訓練 

③農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行う焼き畑、麦わら、稲わら、雑草などの

廃棄物の焼却 

④「どんと焼き」など地域の行事における不要になった門松、しめ縄の焼却 

⑤たき火、落葉たき、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却など軽微なもの 

※④及び⑤を行うときは、事前に消防署（高原分遣所 42-1373）に届け出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

森林の周囲１キロメートルの範囲で次の目的で火入れをする場合は、市町村長に許可申請を行

い、許可を受けてから実施してください。 

① 造林のための地ごしらえ 

② 開墾準備 

③ 害虫駆除              

④ 焼畑 

⑤ ①から④に準じた採草地の改良 

 

上記の「例外」または「火入れの許可を受けた場合」でも、むやみに焼却しても良いというこ

とではなく、ビニール類、タイヤ、プラスチック類はいかなる場合でも焼却禁止です！ 

また、周辺住民の生活環境に配慮して行い、苦情などが出たときはすぐに中止しましょう。 

 

【 お問い合わせ先 】 西諸広域行政事務組合中央消防署 高原分遣所  TEL 0984-42-1373 

 

許可申請は、役場農政林務課で 

行ってください。（42-5134） 

回 覧 

農地等における畔焼きなど面的に行う 

焼却は、火入れの許可が必要です。 

野焼き（屋外での廃棄物の焼却）は、 

法律により原則禁止です。 






